
様式第４号（第７条関係）

第 号

年 月 日

様

いちき串木野市長 □印

いちき串木野市総合イベント助成事業補助金交付決定通知書

年 月 日 付 号 で 申 請 の あ っ た 年 度

（ ）事業補助金については、いちき串木野

市補助金等交付規則第４条の規定により下記のとおり交付することに決定

したので、いちき串木野市総合イベント助成事業補助金交付要綱第７条の

規定により通知します。

記

１ 交付決定額 金 円

２ 交付の条件

(１)補助事業を行う者（以下「補助事業者」という。）は、いちき串木

野市補助金等交

付規則（以下「交付規則」という。）及びいちき串木野市商工業及び観

光振興奨励補助金交付要綱を遵守し、交付を受けた補助金の適正な執行

に努めなければならない。

(２)補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産が

ある場合は、事

業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補

助金の交付目的に従って、その効率的な運用を図らなければならない。

（３）補助事業者は、交付規則第 21条に規定する処分制限を受ける期間

においては、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産がある場

合、財産管理台帳及びその他関係書類を保管しなければならない。



（ ４ ） 交 付 規 則 第 13 条 の 規 定 に 基 づ く 実 績 報 告 書 の 提 出 期 限 は 、

年３月31日までとする。


